２０２６年度　統括事業所さの　事業計画書

【事業所名】足立区谷中デイ・サービスセンター

Ⅰ　事業運営の基本方針
	機能訓練、レクリエーション活動、外出、農園活動等を通してその方が持っている能力を引き出し、居心地の良い空間づくり・個別ケアの充実を目指す。
安心して家庭での生活を継続できるよう心身機能の維持を図り家族の介護負担の軽減を図る。



Ⅱ　中期的目標
	項目
	内容

	１．安定した稼働の維持
	ショートステイの利用や病欠者などによる稼働率の減少を防止するため、利用者の実数を３名増やすことを目標とし、稼働を安定したものにする。

	２．定期的な研修の機会と職員のスキルアップ
	デイと共に法定内研修だけでなく、認知症について虐待の研修を行い職員のスキルアップを図る。

	３．地域交流、地域貢献
	谷中中学校だけでなく、保育園など地域での交流の拡大。また地域交流、貢献の活動として地域の清掃活動など実施していく。



Ⅲ　年間計画（進行管理表）
	
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	１０月
	1１月
	１２月
	１月
	２月
	３月

	
	＜利用者サービスへの取組＞　毎月：担当者会議　　随時：担当者会　ケース会議
お花見外出　　　　　　農園活動　　　　　　　　　農園活動　　　　　　　　納涼遊び　　　　　　　　　夏祭り　　　　　　　　　　敬老会　　　　　　　　　　農園活動　　　　　　　　　紅葉外出　　　　　　　　望年会　　ゆず湯　　　　　新年会　　　　　　　　　　節分会　　　　　　　　　　ひな祭り
　　　　　　　　　　　　しょうぶ湯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営推進会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリスマス会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営推進会議
＜職員への取組＞　随時：法人内研修（法廷内研修）さのデイと合同にて実施　　年２回：担当内にて認知症、虐待等についてのミニ研修　　年１回：虐待の芽のチェックの実施　ストレスチェック、健康診断、　
入浴研修　　　　　　　　職員健診　　　　　　　　虐待の芽チェック　　　　虐待防止研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災訓練　　　　　　　　　認知症研修　　　　　　　虐待の芽チェック　　　　　　　　　　　　　　　　　　虐待防止研修（身体拘束含む）　　　　　　　　　　防災訓練
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BCP研修・訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　倫理・法令遵守研修　　　　　　　　　　　　　　　　　感染症研修　　　　　　　メンタルヘルス研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腰痛予防研修
＜地域社会への取組＞　定期：ボランティアの受け入れ（フラダンス　大正琴　どじょうすくい）　
町会合同防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティア懇談会
＜経営基盤強化への取組＞　科学的介護推進体制加算の開始　毎月：センター会議　　年間：稼働の安定　




Ⅳ　事業の計画
	事業の課題
	取り組む内容

	１　利用者サービスへの取組

	（１）人権
	

	（１）人権尊重の徹底
・法人理念の「お客様の今」を大切にし、利用者の意思や有する力を尊重したサービスの提供
・スピーチロック、不適切対応ゼロを目指す
	
1 利用者の自己決定、意思を尊重。また利用者の有する力を活かし、事業所中で役割を持ち生き生きと過ごせる支援を継続していく。
2 スピーチロック、不適切ケアゼロを目指し、年２回研修を実施。互いに指摘し合える関係性を構築する。
3 虐待の芽チェックリストを年１回実施、虐待防止研修は年2回実施

	（２）苦情解決・相談体制の整備
・外部からの意見等を聞く機会を設ける。
・家族、連携する事業所などからの意見に対しては、迅速に丁寧に対応し解決に努める
・苦情を課題解決の機会として捉えていく意識の醸成
	
1 年2回の運営推進会議を実施。参加者の意見を聞き、サービスの質の向上や地域との連携を強化に繋げていく。
2 相談や苦情があった場合は、誰でも対応できるよう研修を行い、体制を整えておく。
3 苦情に対して「改善の機会」と前向きに捉えられるよう、研修等を通しての職員の意識改革を行う。
相談については、家族や利用者の気持ちに寄り添い丁寧に対応していく。

	（３）事故防止対策
・ヒヤリハット、事故報告への意識改革
・ヒヤリハット、事故報告を分析し、対応策を検討することで大きな事故を防止する。
	
1 何のために報告書を書くのか意義を確認し、意識を改革することでヒヤリハット報告を増やしていく。
2 ヒヤリハット、事故発生時はその都度、担当内で対応策を検討し、事故を減らしていく。

	（４）サービスの質の確保
利用者の有する力を引き出し、活かし、現在の生活を維持できるよう、また役割を持つことにより利用者が生き生きと過ごせるよう援助する。
	
利用者が混乱なく過ごせるよう、利用者の得意なこと、特徴などをデータで管理する。情報を共有し対応の統一化を図る。活動量の高い利用者や錘をつけての筋トレは持続が難しく効果の出にくいため、PTと共に新たな家庭用の運動機器の導入の検討を継続する。

	

	２　職員への取組

	（１）人材の確保・育成・定着
・働きやすい環境、人間関係作り。
・有期職員、短時間職員も含めた職員のスキルアップを図り、モチベーションの維持、向上
	1 相談しやすい環境を整え風通しの良い職場作りを継続する。また突発的な休みに対してもフォローし合い「お互い様」と思える雰囲気作りをし、休みを取りやすい職場を作る。
2 短時間職員に法定研修以外の研修を受ける機会（動画研修の活用）を作り、モチベーションの維持、向上目指す。

	（２）人材の活用
ボランティアの活用
	日常活動を広げるためボランティアの拡大や傾聴ボランティアを導入し、利用者の個別対応や活動の活性化を図る。

	（３）職場環境づくり
職員の業務負担軽減を図る
	職員からの意見・要望を収集し、業務改善を行い働きやすい職場環境を整える。

	

	３　地域社会への取組

	（1） 地域貢献
職業体験、体験ボランティアなどの受け入れ
	地域のボランティアや中学生の職業体験等を受入により多世代交流を図る。また地域のごみ拾いなどを地域貢献の一つとして行っていく。

	（2） 災害対応
さのデイと合同での避難訓練の実施
	年2回の避難訓練の実施。災害時使用する無線の使用方法の確認。さのデイと合同で避難訓練を行い、避難の状況などの情報交換や災害時の連携に備える。

	

	４　経営基盤強化への取組

	（1） 収入増への取組
新規利用者の確保のための広報活動。科学的介護推進体制加算を開始する。
	
1 利用日の増回、ワンデイの受け入れ、欠席の振替など出来る限り受け入れることで、　1日の利用人数を3名増加、稼働率７７％を目指す。
2 　科学的介護推進体制加算を開始し収入増を図る。

	（2） コスト削減への取組
節水、節電の実施。
現在ある物品を活用し物品の購入を最小限にする。
	
1 ペーパータオルやゴム手袋など特養やさのデイと共同購入することでコストダウンし、出費を抑える。
2 手作業などの材料はできるだけ現在ある物品を活用することで物品購入の量を抑える。
3 　節電、節水に努め前年度比約10％削減を図る。

	（３）災害・感染症対応
基本的な感染対策の徹底。さのデイと共にBCPの見直しと職員への周知
	
1 マスクの着用、手洗い、手消毒を利用者、職員共に徹底し感染防止に努める。咳等風邪症状が見られる利用者には早めの受診を促していく。
2 切り花を花瓶に生けるなど機器の使用以外でも、自然に加湿ができるよう工夫していく。
3 換気の徹底
④　BCPの見直しと職員周知のための研修の実施
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